
京都労働局

第14次労働災害防止推進計画のアウトプット
指標に基づく職場の安全衛生自主点検

【令和７年度】 の取りまとめ結果について
～全体版～



製造業

363事業場

（14.5％）

製造業

187事業場

（16.8％）

建設業

134事業場（5.4％）

建設業

69事業場（6.2％）

陸上貨物運送事業

108事業場（4.3％）

陸上貨物運送事業

44事業場（4.0％）

林業

30事業場（1.2％）

林業

12事業場（1.1％）

商業

553事業場

（22.1％）

商業

193事業場

（17.3％）

保健衛生業

412事業場

（16.5％）

保健衛生業

231事業場

（20.8％）

接客娯楽業

312事業場（12.5％）
接客娯楽業

82事業場（7.4％）

その他

588事業場

（23.5％）

その他

295事業場

（26.5％）
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送付・有効回答事業場内訳 業種別

製造業 建設業 陸上貨物運送事業 林業 商業 保健衛生業 接客娯楽業 その他

1,113事業場2,500事業場



京都上署

660事業場

（26.4％）

京都上署

293事業場

（26.3％）

京都下署

794事業場

（31.8％）

京都下署

348事業場

（31.3％）

京都南署

639事業場

（25.6％）

京都南署

275事業場

（24.7％）

福知山署

130事業場

（5.2％）

福知山署

66事業場

（5.9％）

舞鶴署

82事業場

（3.3％）

舞鶴署

37事業場

（3.3％）

丹後署

87事業場

（3.5％）

丹後署

43事業場

（3.9％）

園部署

108事業場

（4.3％）

園部署

51事業場

（4.6％）
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有効回答

事業場数

（割合）

送付・有効回答事業場内訳 労働基準監督署別

京都上署 京都下署 京都南署 福知山署 舞鶴署 丹後署 園部署

1,113事業場2,500事業場



複数の取組を実施

980事業場（88.1%）

一つの取組

を実施

105事業場

（9.4%）

未実施

28事業場（2.5%）

転倒防止対策として複数の事項に取り組む事業場 ［1,113事業場回答結果］

11.2%

13.6%

20.1%

26.8%

28.6%

28.9%

43.9%

45.0%

45.3%

59.8%

81.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

転倒しにくい身体づくり

等運動プログラムの導入

その他の転倒防止対策の

実施

冬季屋外通路等凍結危険

箇所に融雪マット設置等

電気コード等転倒起因配

線の引き回しルール設定

水場等滑りやすい箇所で

防滑床材等を導入

水場等滑りやすい箇所で

防滑性の履き物を着用

通路、階段、車止め等

転倒箇所の視認性向上

屋外、滑りやすい作業箇

所出入口にマット等設置

組織的な通路巡視、点検

表による確認・維持管理

敷地内通路の凹凸、陥没

穴等の確認、解消

通路、作業箇所の整理・

整頓、清掃

複数取組事業場における転倒防止対策内容

取組事業場数・割合

909

666

504

501

489

322

318

298

224

151

125

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）
指標ア－１：転倒災害対策として複数の事項に取り組む事
業場の割合を令和９（2027）年までに70％以上とする。

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進



実施

683事業場（63.5%）

未実施

392事業場

（36.5%）

正社員以外への行動災害防止に係る安全衛生教育の実施（全業種）

指標ア－２：正社員以外への行動災害防止に係る安全衛
生教育の実施率（事業場割合）を令和９（2027）年までに
80％以上とする。

［1,075事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した38事業場除く。

33.2%

26.2%

40.6%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0%

腰痛等「動作の反動、無理な動作」によ

る災害防止のための教育を実施してい

る

「転倒」災害防止のための教育を実施

している

「転倒」災害防止及び腰痛等「動作の反

動、無理な動作」による災害防止のた

めの教育を実施している

実施事業場における正社員以外への

行動災害防止教育の実施内容

回答事業場数・割合

277

179

227

（回答形式：単一選択）

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進



実施

275事業場

（67.6%）

未実施

132事業場

（32.4%）

正社員以外への行動災害防止に係る安全衛生教育の実施（卸売・小売業/医療・福祉）

労働者の作業行動に起因する労働災害防止対策の推進

指標アｰ３：卸売・小売業/医療・福祉の事業場における正社
員以外への行動災害防止に係る安全衛生教育の実施率
（事業場割合）を令和９（2027）年までに80％以上とする。

［407事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した4事業場除く。

49.5%

14.5%

36.0%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0%

腰痛等「動作の反動、無理な動作」によ

る災害防止のための教育を実施してい

る

「転倒」災害防止のための教育を実施

している

「転倒」災害防止及び腰痛等「動作の反

動、無理な動作」による災害防止のた

めの教育を実施している

実施事業場における正社員以外への

行動災害防止教育の実施内容

回答事業場数・割合

99

40

136

（回答形式：単一選択）

136



実施

119事業場

（66.1%）

未実施

61事業場

（33.9%）

正社員以外への行動災害防止に係る

安全衛生教育の実施（卸売・小売業）

［180事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した3事業場除く。

実施

156事業場

（68.7%）

未実施

71事業場

（31.3%）

正社員以外への行動災害防止に係る

安全衛生教育の実施（医療・福祉）

［227事業場回答結果］
※「該当者なし。」と回答した１事業場除く。



複数の取組を実施

631事業場（65.4%）

一つの取組を実施

248

（25.7%）

未実施

86事業場

（8.9%）

エイジフレンドリーガイドラインに基づく取組の実施 ［965事業場（高年齢労働者１名以上所属）回答結果］

5.5%

5.8%

9.6%

13.5%

16.2%

16.9%

21.9%

22.5%

27.6%

45.4%

51.0%

0.0% 10.0% 20.0%30.0% 40.0%50.0%60.0%

セルフチェック票等を用

いた体力チェックの実施

その他の高年齢労働者労

働災害防止対策を実施

作業休止時間を設定し長

時間情報機器作業を防止

身体機能低下を踏まえた

リスクアセスメント実施

身体機能補助機器等身体

機能低下の補助装置導入

身体機能低下に伴う労働

災害リスク等教育の実施

労働災害防止の取組方針

を組織として表明

取組担当組織・担当者の

指名し実施体制の明確化

照度確保・手すり等身体

機能低下の補助設備導入

短時間勤務や隔日勤務等

勤務形態・時間の工夫

健康診断、運動指導等個

々の健康等に応じた対応

複数取組事業場のエイジフレンドリー

ガイドラインに基づく取組内容

取組事業場数・割合

266

211

163

156

93

53

492

438

217

130

56

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）
指標イ：「高年齢労働者の安全と健康確保のためのガイドライ
ン」に基づく取組を複数行う事業場の割合を令和９（2027）
年までに60％以上とする。

高年齢労働者の労働災害防止対策の推進



母国語テキスト、視聴

覚教材等を用いて安

全衛生教育を実施

101事業場

（29.0%）

日本語テキスト等

教材を用いた教育

［定着確認あり］

40事業場

（11.5%）

日本語テキスト等

教材を用いた教育

［定着確認なし］

81事業場（23.3%）

その他日本語能力が

あるため日本語による

口頭での教育等

49事業場（14.1%）

未実施

77事業場

（22.1%）

外国人労働者に対する分かりやすい方法での安全衛生教育の実施 ［348事業場（外国人労働者１名以上所属）回答結果］

多様な働き方への対応、外国人労働者等の労働災害防止対策の推進

指標ウ：母国語による翻訳された教材、視聴覚教材を用いるなど外
国人労働者に分かりやすい方法で災害防止の教育を行っている事
業場の割合を令和９（2027）年までに50％以上とする。

27.7%

39.6%

32.7%

0.0% 10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%

視聴覚教材を用いた安全衛生

教育の実施

母国語に翻訳されたテキスト等

の教材を用いて安全衛生教育

を実施

母国語に翻訳されたテキスト等

の教材、視聴覚教材等複数の教

材を用いて安全衛生教育を実施

実施事業場における外国人労働者に対

する安全衛生教育の実施内容

回答事業場数・割合

（回答形式：単一選択）

33

40

28



実施

231事業場

（89.2%）

未実施

28事業場

（10.8%）

荷役作業の安全対策ガイドラインに基づく措置の実施（荷主等、陸上貨物運送事業）［259事業場回答結果］

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－１：「陸上貨物運送事業におけ
る荷役作業の安全対策ガイドライン」に
基づく措置を実施する陸上貨物運送事
業場等の事業場（荷主となる事業場を含
む。）の割合を令和９（2027）年までに
45％以上とする。



実施

200事業場

（88.1%）

未実施

27事業場

（11.9%）

荷役作業安全対策ガイドラインに基づく措置の実施（荷主等） ［227事業場回答結果］

14.5%

15.0%

19.5%

24.0%

31.5%

35.5%

44.0%

49.5%

51.0%

62.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

陸運事業者との安全衛生

協議組織の設置

陸運事業者へ荷役作業の

有無の事前通知等

床の凹凸傾斜解消等ロー

ルボックスパレット対策

改善基準告示の周知、余

裕を持った着時刻の設定

昇降設備、用具等墜落転

落防止対策設備等の用意

荷役作業担当者の指名

作業場所の整理整頓、段

差の解消等の転倒対策

使用ルール周知、歩車分

離等フォークリフト対策

荷役機械等使用に必要な

荷役場所・照度の確保等

実施事業場における荷役作業の安全

対策ガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

125

102

99

88

71

63

48

39

30

29



実施

43事業場（97.7%）

未実施

1事業場

（2.3%）

荷役作業安全対策ガイドラインに基づく措置の実施（陸上貨物運送事業） ［44事業場回答結果］

23.3%

27.9%

30.2%

30.2%

44.2%

62.8%

69.8%

72.1%

90.7%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

荷役作業担当者の指名

荷主等事業場における荷

役作業有無の事前通知等

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

荷主等との安全衛生協議

組織の設置

作業前床凹凸等の確認等

転倒対策順守事項の徹底

視界の確保等ロールボッ

クスパレット・台車対策

昇降設備、用具等使用し

荷台からの墜落転落対策

安全衛生教育の実施

（腰痛予防等）

荷役作業に配慮した服装

、保護帽、安全靴着用

実施事業場における荷役作業の安全

対策ガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

39

31

30

27

19

13

13

12

10



実施

66事業場

（95.7%）

未実施

3事業場

（4.3%）

墜落・転落災害の防止に関するリスクアセスメントの実施（建設業） ［69事業場回答結果］

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－２：墜落・転落災害の防止に関する
リスクアセスメントに取り組む事業場の割合
を令和９（2027）年までに85％以上とする。



知っている

64事業場

（92.8%）

知らない

5事業場

（7.2%）

建設現場での労働災害防止に係る「安全衛生経費」についての認識（建設業） ［69事業場回答結果］

問：「安全衛生経費」が建設業法第19条の3
に規定する「通常必要と認められる原価」に
含まれることを知っていますか。



知っている

13事業場

（18.8%）

知らない

56事業場

（81.2%）

建設現場での労働災害防止に係る「安全衛生経費」についての認識（建設業）［69事業場回答結果］

問：建設工事請負契約を締結するにあ
たっての、労働災害防止対策の実施
者とその経費に係る負担者を明確化
する必要があることを知っています
か。



①②いずれも知っている

203事業場

（53.4%）

①は

知っている

41事業場

（10.8%）

②は知っている

59事業場

（15.5%）

①②いずれも知らない

74事業場

（19.5%）

判別不能

3事業場

（0.8%）

建設現場での労働災害防止に係る「安全衛生経費」、「注文者の配慮」についての認識

（建設業以外の業種で規模を問わず工事［土地・建物の維持管理含め］の発注者となる者）

［380事業場回答結果］

問：建設現場での
①労働災害防止に係る「安全衛生経
費」は、建設業法第19条の3に規定す
る「通常必要と認められる原価」に含
まれるとともに、
労働安全衛生法第3条第3項におい
て、
②建設工事の注文者（それ以外の注
文者も含む）は「施工・作業方法、工期、
納期等について安全で衛生的な作業
の遂行を損なうおそれのある条件
（※）を付さないよう配慮しなければ
ならない。」とされていること
を知っていますか。

※ 無理な工期・納期の設定や変更、当初予定していな
かった条件の付加等が含まれる。



0.6%

18.2%

36.4%

44.9%

48.3%

61.9%

67.6%

76.7%

80.1%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%100.0%

はさまれ・巻き込まれ防止対策が必

要な機械はあるが当該対策に係る

取組は行っていない

労働災害が発生した機械にのみ機

械のリスクアセスメントを実施して

いる

上記以外のはさまれ・巻き込まれ対

策を実施している

すべての機械に対し機械のリスクア

セスメントを実施している

機能安全を活用した機械を導入して

いる

作業標準書等に労働災害防止のた

めのルール等を明記している

作業手順が順守されているか定期

的に確認している

注意喚起の標識等を追加して掲示し

ている

機械の回転軸等可動部分に、覆い、

加工等を設けている（プレス機械で

あれば有効な安全装置使用等）

実施事業場における機械による

はさまれ・巻き込まれ防止対策の取組内容

取組事業場数・割合

実施

174事業場

（98.9%）

未実施

2事業場（1.1%）

機械による「はさまれ・巻き込まれ」防止対策に係る取組の実施（製造業）

業種別の労働災害防止対策の推進

141

指標エ－３：機械による「はさまれ・巻き込まれ」
防止対策に取り組む製造業の事業場の割合を
令和９（2027）年までに60％以上とする。

［176事業場回答結果］
※「該当機械なし。」と回答した11事業場除く。

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

※ 『アウトプット指標版』では、本指標に係る取組実施事業場を100％（176事業場
/176事業場）としていましたが、『全体版』の取りまとめに際し、具体的な取組内容に係る
回答を精査した結果、２事業場（「災害発生機械のみリスクアセスメント実施」だけ回答、
「取組を行っていない」が含まれた回答）に関し、未実施事業場に区分しています。

135

119

109

85

79

64

32

1



 

94事業場

（53.4%）
 

38事業場

（21.6%）

 

24事業場

（13.6%）

 

15事業場

（8.5%）

 

2事業場

（1.1%）

その他

3事業場

（1.7%）

機械の掃除等作業時の運転停止措置の実施（製造業） ［176事業場回答結果］
※「該当機械なし。」と回答した11事業場除く。

問：機械の掃除、給油、検査、修理、
取り替え又は調整の作業を行う
場合の当該機械の運転停止（運
転中に当該作業を行わなければ
ならないものを除く。）に関し、ど
のように労働災害防止対策に取
り組んでいますか。

順守状況等確認のために組織的な定期点
検等は行っていないが社内ルールを手順
書等で書面化しているため作業社は適切
に機械を停止していると思われる

定めた社内ルールは書面化していないが
作業方法に係る組織的な定期点検等を実
施し当該ルール（機械を停止し作業実施）
の順守状況を確認している

定めた社内ルールは書面化しておらず作
業方法に係る組織的な定期点検等による
確認も行っていないが作業者は適切に機
械を停止していると思われる

機械を停止させるかど
うかに関する社内ルー
ルは定まっておらず作
業者に委ねている

社内ルールを手順書等
で書面化し機械を停止
するとともに組織的な
定期点検等により当該
ルールの順守状況を確
認している



取り組んでいる

130事業場

（73.9%）

取り組んでいない

33事業場

（18.8%）

その他

13事業場

（7.4%）

機械の非定常作業時における労働災害防止対策の実施（製造業）［176事業場回答結果］
※「該当機械なし。」と回答した11事業場除く。

問：異物を取り除く、保守作業、ト
ラブルの対処といった機械に係
る非定常作業に関する労働災害
防止対策（作業手順を定め周知
する、リスクアセスメントの実施
等）に取り組んでいますか。



 

113事業場

（64.2%）

 

37事業場

（21.0%）

 

5事業場

（2.8%）

 

15事業場

（8.5%）

その他

6事業場

（3.4%）

労働者の不安全行動も考慮した機械に係る労働災害防止対策の実施（製造業） ［176事業場回答結果］
※「該当機械なし。」と回答した11事業場除く。

問：機械に係る労働災害防止対策
に関し、定常作業・非定常作業に
係る作業手順の制定、リスクアセ
スメント実施に際しては、労働者
の不安全行動（定めた手順を省略
する、安全装置を無効にする等）
を考慮したものとしていますか。

定常作業については労働
者の不安全行動も考慮し
て労働災害防止対策を実
施している

非定常作業については労働者の不
安全行動も考慮して労働災害防止
対策を実施している

定常作業・非定常作業
に関わらず労働者の不
安全行動については実
施している労働災害防
止対策において考慮し
ていない

定常作業・非定常作業に関
わらず労働者の不安全行
動も考慮して労働災害防止
対策を実施している



実施

12事業場

（100.0%）

未実施

0事業場（0.0%）

該当作業なし

0事業場（0.0%）

「チェーンソーによる伐木等作業安全ガイドライン」に基づく措置の実施（林業）［12事業場回答結果］

業種別の労働災害防止対策の推進

指標エ－４：「チェーンソーによる伐木等作業の安全に関するガイド
ライン」に基づく措置を実施する林業の事業場の割合を
令和９（2027）年までに50％以上とする。

66.7%

66.7%

83.3%

83.3%

83.3%

83.3%

83.3%

91.7%

100.0%

100.0%

100.0%

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

事前準備の実施、作業計

画の策定

伐倒前の合図徹底、制定

合図を関係労働者へ周知

伐倒に際し立入禁止区域

の設定

適切なチェーンソーの選

定等取扱方法の徹底

作業指揮者の選任

リスクアセスメントの実

施

適切な造材作業（伐倒木

転落防止等事前準備等）

かかり木処理における禁

止事項順守の徹底

適切な伐倒作業（受け口

切り、追い口切り等）

伐倒前の待避場所及び退

避ルートの選定

安全な伐倒方向の確認等

作業前準備の徹底

実施事業場におけるチェーンソーによる伐木等作業

の安全に関するガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

12

12

12

12

11

10

10

10

10

10

8

8



実施

11事業場

（91.7%）

未実施

0事業場（0.0%）

該当作業

なし

1事業場

（8.3%）

「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイドライン」に基づく措置の実施

（林業）

［12事業場回答結果］

問：「林業の作業現場における緊急連絡体制の整備等のためのガイ
ドライン」に基づき取り組んでいる労働災害防止対策は何ですか。

27.3%

36.4%

45.5%

90.9%

100.0%

100.0%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他同ガイドラインに

基づく取組の実施

連絡方法等に係る教育

訓練の実施

連絡責任者に緊急時に

おける連絡方法、機器

の充電状態・故障の有

無等作業開始前確認

通信機器の通話可能位置

労働者相互の連絡等作業

現場の安全確認

連絡責任者の選任

緊急時における連絡の

方法等の決定、通知

実施事業場の林業の作業現場における緊急連絡体

制の整備等のためのガイドラインに基づく措置内容

取組事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

11

11

10

5

4

10

3

8



実施

1014事業場

（91.1%）

未実施

99事業場

（8.9%）

ストレスチェックの実施等メンタルヘルス対策に係る取組の実施 ［1,113事業場回答結果］

労働者の健康確保対策の推進

指標オ－１：ストレスチェックの実施及び集団分析結果の活用等、
メンタルヘルス対策に取り組む事業場の割合を令和９（2027）年
までに80％以上とする。

12.1%

12.1%

27.4%

33.8%

40.5%

44.2%

54.4%

54.4%

80.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他メンタルヘルス対

策の実施

心の健康づくり計画の策

定・周知

事業場内産業保健スタッ

フ等によるケア（労働

者・管理監督者支援等）

事業場外資源によるケア

（専門機関等の活用、支

援を受ける）

メンタルヘルス推進担当

者（実務担当者）等選任

労働者によるセルフケア

（自身のストレスへの気

付き予防対処等）

管理監督者等によるライ

ンケア（相談対応、職場

環境改善等）

ストレスチェックの集団

分析結果を活用した職場

環境改善等

定期にストレスチェック

を実施

実施事業場での安衛法、心の健康の保持増進のた

めの指針に基づくメンタルヘルス対策の取組内容

回答事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

815

552

552

448

411

343

278

123

123



（常時使用する労働者が５０人

以上の事業場と同様）法定ど

おりに定期に実施している

233事業場（49.8%）

定期ではないが

実施している

68事業場

（14.5%）

未実施

167事業場

（35.7%）

小規模事業場（常時使用する労働者50人未満）におけるストレスチェックの実施 ［468事業場回答結果］

労働者の健康確保対策の推進

指標オ－２：50人未満の小規模事業場における
ストレスチェック制度の適切な実施の促進を図る。



内容を含め

知っている

438事業場

（39.4%）

聞いたことはあるが

内容までは知らない

435事業場

（39.1%）

聞いたこと

がない

240事業場

（21.6%）

労働者の病気の治療と職業生活（仕事）の両立支援の実施 ［1,113事業場回答結果］

問：厚生労働省が策定している
「治療と職業生活の両立支援ガイ
ドライン（※）」について知ってい
ますか。

※ 現行「治療と就業の両立支援
指針」（令和8年2月10日厚生労
働省告示第28号）



両立支援制度・体制

共に整備している

419事業場

（37.6%）

両立支援制度は

整備したが体制

は確立していない

76事業場

（6.8%）

制度・体制共に未整備

であるが現在整備に向け

準備中である

361事業場

（32.4%）

制度・体制共に未整備

で今後の整備予定もない

257事業場

（23.1%）

労働者の病気の治療と職業生活（仕事）の両立支援の実施 ［1,113事業場回答結果］

問：労働者の病気の治療と職業
生活（仕事）の両立支援制度・体
制を整備していますか。 （回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

0.8%

27.7%

37.8%

38.6%

46.1%

50.5%

51.7%

55.2%

61.6%

66.3%

71.5%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

その他

試し出勤制度

在宅勤務制度（テレワーク）

両立支援コーディネーター

の配置

休憩室・医務室の整備

時差出勤

フレックスタイム

病気休暇（無給）

時間単位の年次有給休暇

相談窓口の設置

（外部専門機関紹介等）

病気休暇（有給）

短時間勤務制度

事業場で整備している両立支援制度・体制の内容

［全495事業場回答結果］

回答事業場数・割合

354

328

305

273

256

250

228

191

187

137

4



実施

69事業場

（92.0%）

未実施

6事業場

（8.0%）

ラベル表示・ＳＤＳ交付義務対象外で危険性有害性把握済み

化学物質に対するラベル表示・ＳＤＳ交付（メーカー・流通業者）［75事業場回答結果］

化学物質等による健康障害防止対策の推進

指標カ－１：労働安全衛生法第57条及び第
57条の2に基づくラベル表示・ＳＤＳの交付
の対象義務になっていないが、危険性有害
性が把握されている化学物質について、ラ
ベル表示、ＳＤＳの交付を行っている事業場
の割合を令和７（2025）年までに80％以
上とする。



実施

261事業場

（89.7%）

対応中

2事業場

（0.7%）

未実施

28事業場

（9.6%）

ラベル表示・ＳＤＳ交付義務対象外で危険性有害性把握済み

化学物質に対するリスクアセスメントの実施（化学物質取扱い作業有）［291事業場回答結果］

化学物質等による健康障害防止対策の推進

指標カ－２：労働安全衛生法第57条の3に
基づくリスクアセスメントの実施の義務対象
になっていないが、危険性有害性が把握さ
れている化学物質について、リスクアセスメ
ントを行っている事業場の割合を令和７
（2025）年までに80％以上とする。



実施

220事業場

（84.3%）

未実施

41事業場

（15.7%）

ラベル表示・ＳＤＳ交付義務対象外で危険性有害性把握済み

化学物質に対するリスクアセスメント結果に基づく措置の実施 ［261事業場回答結果］

化学物質等による健康障害防止対策の推進

指標カ－３：労働安全衛生法第57条の3に
基づくリスクアセスメントの実施の義務対象
になっていないが、危険性有害性が把握さ
れている化学物質について、リスクアセスメ
ント結果に基づいて、労働者の危険又は健
康障害を防止するため必要な措置を実施し
ている事業場の割合を令和９（2027）年ま
でに80％以上とする。



暑さ指数を把握

100事業場

（16.2％）

暑さ指数を把握

254事業場

（41.1％）

把握していない・不明

518事業場（83.8％）

把握していない・不明

364事業場

（58.9％）

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

令和4（2022）年 令和7（2025）年

熱中症災害防止のための暑さ指数（WBGT）の把握

（熱中症の生じるおそれのある作業有［想定される場合も含む］）

暑さ指数を把握 把握していない・不明

618事業場618事業場

［618事業場回答結果］

指標カ－４：熱中症災害防止の
ために暑さ指数を把握している
事業場の割合を令和4（2022）
年と比較して令和９（2027）年
までに増加させる。

化学物質等による健康障害
防止対策の推進



作業場所の暑さ指数を計測し

労働者に周知している

254事業場

（41.1%）
作業場所の暑さ指数は計測

していないが環境省の熱中症

予防情報サイト等で地域の

暑さ指数を把握し労働者に

周知している

240事業場

（38.8%）

暑さ指数は把握

しておらず特段

活用もしていない

104事業場

（16.8%）

その他

20事業場

（3.2%）

暑さ指数（ＷＢＧＴ）の把握、活用状況

（熱中症の生じるおそれのある作業有［想定される場合も含む］）［618事業場回答結果］

問：暑さ指数（ＷＢＧＴ）をどのよ
うに把握し、活用していますか。



［618事業場回答結果］

問：改正安衛則に基づく熱中症対策についてどの取組を
実施していますか。

1.9%

71.0%

80.9%

96.4%

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0% 80.0% 90.0% 100.0%

上記改正労働安全衛生規則に

基づく取組は行っていない

熱中症の重篤化を防止するため

の措置の実施手順作成

熱中症のおそれのある作業者

の早期発見のための体制整備

早期発見のための体制や重篤

化防止のための手順の関係作

業者への周知

令和７（2025）年６月１日施行の熱中症対策強化に係る改正安衛則に基づく取組の実施

（熱中症のおそれのある作業有［想定される場合も含む］）

回答事業場数・割合

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

596

500

439

12



1.6%

2.8%

12.1%

12.5%

20.7%

21.7%

32.8%

41.3%

56.5%

62.3%

71.4%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0%

取組は行っていない

その他・判別不明

適切な熱中症防止対策教育研修を

受けた熱中症予防管理者の選任

上記以外の取組

動画コンテンツ、各種リーフレット等

教育用教材を用いた教育研修の実施

日本産業規格JISZ8504又はJISB7922

に適合した暑さ指数計の準備、点検

夏季の熱暑環境下における作業

に対する作業計画の策定

簡易屋根（シート）、通風、冷房、

飲水設備設置検討・既設設備点検

透湿性及び通気性の良い服装等の準備

送風・冷却機能をもつ服の採用等

冷房を備えた休憩場所又は日陰等

の涼しい休憩場所の確保検討

労働者の体調不良等緊急時

対応の事前確認準備

ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーンの準備期間中

（４月）に行っている取組

回答事業場数・割合

203

75

17

（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

441

500

439

10

問：同キャンペーンにおいてどの取組を実施していますか。

［618事業場回答結果］

職場の熱中症対策に関する「ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン」における取組の実施
（熱中症のおそれのある作業有［想定される場合も含む］）

0.8%

2.1%

8.1%

10.8%

22.3%

26.7%

27.3%

38.3%

39.8%

41.9%

46.0%

74.4%

77.3%

0.0% 20.0% 40.0% 60.0% 80.0% 100.0%

その他・判別不能

取組は行っていない

上記以外の取組

暑熱順化への対応及び同順化状況の

確認

昼間の作業時間短縮、作業時間の早朝

・夕方の時間帯への変更

プレクーリングの実施（作業開始前

に深部体温を下げる）

作業中の定期巡視、体調定時連絡等に

よる作業中労働者の健康状態の確認

簡易屋根（シート）、通風又は冷房設

備、散水設備等の設置

作業管理者等による各作業場所等

での熱中症対策実施状況確認

熱中症発症に影響する当日朝食未摂食、

睡眠不足、前日多量飲酒等への教育指導

熱中症の発症に影響する可能性が

ある疾病を有する者に対する作業配慮

冷房を備えた休憩場所又は日陰等

の涼しい休憩場所の設置

休憩場所に氷等心身を適度に冷やす物

品等設置、水分・塩分補給の飲料水等備付

ＳＴＯＰ！熱中症クールワークキャンペーン期間中

（5月～9月）に行っている取組

回答事業場数・割合
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（回答形式：複数選択［該当するもの全て］）

385

349

255

134

128

77

478

460

284

259

246

237

169

165

138

67

50

5


